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▶問い合わせ先＝税務課　住民税係　☎０２８５（５６）９１２２

医療費控除の申告について
　申告する方やその方と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、令和6年中に支払った医療費がある
場合は、次のとおり計算した金額（最高200万円）を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

※医療費控除は医療費の還付ではありません。
医療費控除は、支払う所得税や住民税が少なくなったり、すでに納めている所得税が還付される制度です。
所得税や住民税を納めていない方は、還付金額はありません。

○医療費控除の手続きに必要な書類
・医療費控除の明細書
控除を受けられる方は、必ず明細書を事前に作成し、申告書に添付してください。医療費控除の明細書は、
国税庁または町のホームページよりダウンロードできます。

※申告に使用した医療費の領収書等は、5年間は税務署から領収書の提示または提出を求められる場合が
ありますので、ご自宅等で保管してください。
※健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」がある場合は、それを明細書に添付することで記載に代
えることができます。

○次のようなものは医療費控除の対象とはなりません。
・予防接種費用
・人間ドックなどの健康診断のための費用
・健康増進や疾病予防のための医薬品や健康食品の購入費用
・美容整形手術費用
・自己の都合で希望する特別室への差額ベッド代
・入院中の身の回りの品
・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金

令和6年中に
支払った医療費の

総額

10万円 または総所得金額等の
5％のいずれか少ない金額

医療費控除について
詳しくはこちら

保険金等で
補てんされる
金額

栃木県河内郡上三川町しらさぎ2-1-1 
☎0285-37-9080 （受付:平日8:30～17:30）
詳しくはホームページまで スマイルサポート上三川 検索

障がい者デイサービス（対象：18歳～64歳） 
生活介護 スマイルサポート上三川 

広告広告
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広告

ファミリー・サポート・センター
提供会員を募集しています

広告

子どもの
預かり

『子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）』と『子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）』
が会員となり、育児の相互援助を行う組織です。現在、依頼会員に対して、育児援助をしてくだ
さる提供会員が不足していることから、ご協力いただける方を募集しています。

こんなことをお手伝いいただきます

ファミリー・サポート・センターとは

提供会員になるための条件

・保育園、幼稚園、習い事への送迎
・上の子の参観日や遠足、運動会の時に、下の子をお預かり・・・など　　　　　　
都合の付く日時のみ、送迎のみ、預かりのみなど、お手伝いできる範囲でご協力いただきます。

町内に在住し、心身ともに健康である２０歳以上の方。
※申込み後に指定する講習を受講していただくことになります。

報酬について（ファミリー・サポート・センターの利用料金）

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　相談支援係　☎０２８５（５６）９１３７
　　　　　　　　（ファミリー・サポート・センター事務局）

送迎

食事の提供

月曜日から金曜日の午前7時～午後7時 1時間あたり700円

1時間あたり800円

1回あたり200円

実費

実費

土・日・祝日及び年末年始並びに上記以外の時間帯

交通費（自家用車利用時）

公共交通機関、タクシーを使用した場合

食事（ミルクを含む）の提供をした場合
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詳細については、町ホームページをご確認ください。


